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町会・自治会特集号

住みよいまちづくりに取り組む
町会・自治会の活動を応援します
「品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例」を制定

問い合わせ／地域活動課地域支援係☎5742－6690
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スタンドパイプ訓練 町会と学校で花壇を作る

ラジオ体操 災害時避難誘導訓練

　品川区には203の町会・自治会があります。町会・自治会は、地域住
民が生活を営むなかで生まれた地域を代表する団体で、その歴史は古く、
戦前から戦後へと幾多の困難を乗り越え、地域コミュニティの中心的な
役割を担っています。しかし、地域社会の発展に重要な役割を果たして
いるにも関わらず、町会・自治会の法的な位置付けなどは明確ではあり
ません。
　そこで、品川区は26年度に地域コミュニティ研究の第一人者である名
和田是彦氏（法政大学法学部教授）を委員長とした「町会・自治会のあ
り方と区との協働に関する調査研究委員会」を立ち上げ、地域代表委員
として5人の町会長に参加いただき、検討を進めてきました。
　2年間の調査研究では、町会・自治会は地域住民同士の親睦やつなが

りを深め、安全で住みやすい地域づくりのために日々地道な活動を続け
ていることを再認識する一方で、担い手不足、役員の負担感の増、新た
な住民に町会・自治会の活動が知られていないことなど、様々な課題を
抱えていることも明らかになりました。
　今後も区のまちづくりの最大のパートナーである町会・自治会が地域
コミュニティの核として活動していくためには、町会・自治会がより力
を発揮しやすいしくみをつくるとともに、区の支援策の再構築が重要で
あると考え、23区初となる「品川区町会および自治会の活動活性化の推
進に関する条例」を制定しました。
　この条例の制定にあたっては、町会・自治会の方にアンケートや何回
にもわたる意見交換会で活発な意見をいただき、また区議会において熱
心に審議いただきました。
　本条例では良好な地域コミュニティを維持・形成し、共助の精神に支
えられた地域社会の実現をめざし、町会・自治会の位置付けや役割を明
らかにするとともに、区が取り組むべき支援、区民・事業者の皆さんに
ご協力いただきたい事柄を定めました。
　皆さんが住む地域がより安全で、気持ち良く住みやすいまちとなるよ
う、この機会に町会・自治会の大切さについて改めてお考えいただき、
町会・自治会の活動に参加・協力していただきますようお願いします。

町会・自治会は
まちの元気の素です

品川区長　濱野　健



「品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例」は

　事務所や事業所が所在する地域で行われる町会・自治会の活動や町会・自治会を助ける区の施策に
協力してください。

　品川区は町会・自治会の自主性・主体性を尊重し、町会・自治会の活動の活性化を推進するために、
加入促進活動への支援をはじめ、活動や運営に関する支援策を積極的に推進します。

　地域コミュニティの核として、地域住民同士の親睦やつながりを深めるための活動をはじめ、地域
で起きる多種多様な課題を解決するための活動を続けている自主的団体です。
　私たちが毎日気持ちよく、快適に暮らせるよう、安全で安心なまちづくりに大きく貢献しています。

　町会・自治会の活動に積極的に参加し、地域の交流を深めましょう。

マンション管理者の方へ
　
町会・自治会の活動に協力をお願いし

ます。
　町会から町会への加入の促進活動や行
事の周知などのために必要な範囲で共用
部分への立ち入りを求められたときは、
マンションの管理に支障のない限り、協
力してください。

マンションを新築する事業者の方へ
　
マンションの新築工事、販売、賃貸、管
理をする事業者のそれぞれから、地域連絡
調整員を選任し区に届け出てください。

＜地域連絡調整員＞
　マンションの居住者と地域住民との交流を促
進するために必要な事柄について、町会・自治
会との連絡・調整を行っていただきます。

住宅の販売・賃貸等の事業者の方へ
　
住宅を購入・賃借する方へ重要事項を

説明するときに町会・自治会の活動に関
する情報提供をしてください。

区の責務

町会・自治会とは？

区民へのお願い　1地域コミュニティの維持と形成に重要な役割を果たしてきた町会・自治会の位置付けを明らかにします。
　2区の責務を定めるとともに、区民・事業者に対して町会・自治会の活動への参加協力を求めます。
　3町会・自治会への加入と活動への参加を促進するためのしくみをつくります。

地域コミュニティの核として活躍している町会・自治会の活動の活性化を推進するための条例です。
町会・自治会を中心に区、区民・事業者がそれぞれの役割を果たすことで地域のつながりをより強め、助け合いの精神に支えられた地域社会の実現をめざします。

防災訓練 運動会 親子キャンプ町会会館でワンパククッキング商店街と連携した清掃活動 区民まつり安全パトロール

町会会館建設などの費用を助成します 毎月、区の情報を一覧できるようにまとめ、「統合ポスター」と「統合ちらし」でお知らせします

26年度に203町会・自治会に対して、町会・自治会が抱える問題や活動の
実態について実施しました。（回答率84.2％）

26年度に20歳以上の区民1,500人を対象に行い、地域活動への参加についても調査しました。
（回収率71.4％）

町会・自治会の組織運営上の課題は何ですか特に重要な地域課題は何ですか

町会・自治会アンケートの結果より 第21回品川区世論調査より
町会・自治会に加入しない理由（上位5項目）

町会・自治会に期待すること（上位5項目）

・どこで何をやるのか分からない ……………… 42.1％

・忙しくて時間がない …………………………… 34.2％

・必要性を感じない ……………………………… 30.3％

・加入の仕方が分からない ……………………… 17.0％

・活動内容に魅力がない …………………………… 7.9％

・防災防犯の活動………………………………… 46.8％

・高齢者・障害者を見守り、支え合う活動 ……… 43.4％

・祭りなど親睦を深める行事や事業の実施 ……… 36.4％

・子育てしやすい環境づくりへの取り組み ……… 33.6％

・特になし ………………………………………… 17.1％

（複数回答）

加入している　　　 加入していたことがある
加入したことがない　　 わからない　　 無回答

町会・自治会の加入状況

区民の皆さんへの協力のお願い

事業者の皆さんへの協力のお願い
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「品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関す
る条例」の全文は地域活動課（第二庁舎6階）、地域
センター、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、区ホー
ムページなどでご覧いただけます。

地域の防災に関する問題 役員の高齢化や役員のなり手不足
による活動の低迷252 392

地域の安全対策や防犯に
関する問題 活動従事者の固定化180 217

ひとり暮らし高齢者の問題 区から依頼される町会・自治会の
仕事の増加162 149

住民同士の交流やコミュニケー
ションが希薄になっていること

個人情報やプライバシーへの配慮のた
めに住民同士の交流やつながりが困難125 74

災害時の要援護者支援に
ついての対策 加入者の減少88 73
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※3項目選択で（1位に3ポイント、2位に2ポイント、3位に1ポイント）重み付け集計。
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古紙配合率80％再生紙を使用しています

13地区203の町会・自治会は、今日も元気に住みよいまちづくりに取り組んでいます。
町会・自治会への加入のお問い合わせは地域活動課地域相談担当（第二庁舎6階☎5742
－6648Fax5742－6878）かお近くの下記地域センターへ

センター名 住所 電話番号 センター名 住所 電話番号
品川第一地域センター 北品川3−11−16 3450−2000 荏原第一地域センター 小　山3−22− 3 3786−2000
品川第二地域センター 南品川5− 3 −20 3472−2000 荏原第二地域センター 荏　原6−17−12 3782−2000
大崎第一地域センター 西五反田3− 6 − 3 3491−2000 荏原第三地域センター 平　塚1−13−18 3783−2000
大崎第二地域センター 大　崎2− 9 − 4 3492−2000 荏原第四地域センター 中　延5− 3 −12 3784−2000
大井第一地域センター 南大井1−12− 6 3761−2000 荏原第五地域センター 二　葉1− 1 − 2 3785−2000
大井第二地域センター 大　井2−27−20 3772−2000 八 潮 地 域センター 八　潮5−10−27 3799−2000
大井第三地域センター 西大井4− 1 − 8 3773−2000

町会・自治会には、どなたでも加入できます。

毎日の暮らしの中でも、いざ ！ という時にも
共に助け合うまちづくりを

　品川区の町会・自治会は、地域の中心となっ
て、お祭りをはじめ、防災や防犯活動、青少
年の健全育成などに地道に取り組まれており、
さらには様々な団体との連携、顔の見える関
係づくり、若い人とのつながりをつくるなど、
時代のニーズを捉えて創意工夫をしながら活
動されていることに驚きました。
　加入される方々が気軽に少しの時間でも参
加できる仕組みを作ったり、町会連合会とい
う大きなくくりで事業を進めていくなどの試
みをしていくことでさらに活動が活発化して
いけると思います。
　今後は、町会・自治会同士や地域の様々な
立場の方が気軽に意見交換や情報共有ができ
るような場づくりや、地域の皆さんに町会・
自治会がどのように地域に役立っているかを
知っていただくことが課題になります。
　また、町会・自治会とともに地域に根付き、
事務局としてしっかり支援している地域セン
ターの役割も、自治体としては珍しく、非常

に重要なものであると感じています。
　今回、品川区が町会・自治会の活動のあり
方について、地域で活躍している方々から直
接意見を伺いながら、2年間に渡り議論し、町
会・自治会の活動の活性化を推進する条例を
定めたということは、画期的な試みです。
　この品川区の取り組みが、全国の町会・自
治会の活動のさらなる活性化へとつながるこ
とを期待しています。

町会・自治会のあり方と区との協働に関する調査研究委員会
委員長　名 和 田 是 彦

濱野区長に答申する名和田委員長（後ろは地域代表委員の皆さん）

品川区の画期的な試みが町会・自治会のさらなる活性化につながることを期待します




